
 

 

 

公      告 
 

 

 令和８年２月８日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁

判所裁判官国民審査について、当病院（老人ホーム、施設）に

おける不在者投票の投票記載の場所を、つぎのとおり指定しま

す。 

 

 

 

      年  月  日 

 

 

 

    病院長（老人ホームの長、施設の長） 

 

 

    名  前 

 

 

不在者投票取扱場所および日時 
 

  １ 歩行可能な者 

 

      月  日から   月  日まで        において 

 

       午前  時  分 から 午後  時  分まで 

 

  ２ 歩行困難な者 

 

     月  日 各病室 

 
 

 


